
関
税
定
率
法
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に
基
き
、
団
体
又
は
基
金
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
を
指
定
す
る
件 

 
昭
和
三
十
四
年
二
月
二
十
六
日
大
蔵
省
告
示
第
三
十
八
号 

 

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
四
条
第
三
号
の
規

定
に
基
き
、
次
の
基
金
を
指
定
す
る
。 

 
 

（
名
称
） 
（
所 

在 

地
） 

へ
ル
ム
ス
体
育
財
団 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
市 


